
 
  

支援の名称 感震ブレーカー設置促進事業 

制度の 

趣旨・背景 

地震による電気火災対策として効果的な感震ブレーカーの普及を図る。 

制度の 

内容 

〇事業や制度の概要 

  感震ブレーカーの普及を図るために、滋賀県自治振興交付金の１メニューとし

て、県内の住宅内に設置する感震ブレーカーの本体およびその設置に要する経費

を対象に補助を行う。 

 

〇補助率 

 市町が補助する額の１／２以内（限度額 １件あたり１万円） 

 

〇補助対象経費 

県内の住宅内に設置する感震ブレーカーの本体およびその設置に要する経費 

 

対象と 

なる方 

 
県民（市町制度を通じて支援します） 

 
 

問い合わせ 

先など 

○所管部署 

 滋賀県 知事公室 防災危機管理局 

TEL：０７７-５２８-３４３８ 

E-mail：as0002@pref.shiga.lg.jp 
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